福山地方卸売市場再整備
関連棟1・2新築工事
入札要項
目次
第１章　　　　　工事概要
3
第２章　　　　　入札要項
４
第３章　　　　　諸式典
5
第４章　　　　　補足事項
6
第５章　　　　　材料及び下請業者の指定
8
	第1章 工事概要

	1.1  工事名称

	福山地方卸売市場再整備　関連棟1・2新築工事

	1.2　発注者
	株式会社福山地方卸売市場


	1.3　工事場所
	福山市引野町1-1-1福山地方卸売市場内


	1.4　建築概要
	敷地面積　　  52,183.00㎡

建築面積　　　　　930.29㎡（関連棟1:726.04㎡、関連棟2:204.25㎡)
延床面積　　　　　909.28㎡（関連棟1:700.41㎡、関連棟2:208.87㎡）
階数　　地上　1階、地下　0階（関連棟1・2共）
軒高　　設計ＧＬ＋4.65ｍ（関連棟1）、設計GL＋4.47ｍ（関連棟2）
最高部高　　設計ＧＬ＋5.09ｍ（関連棟1）、設計GL＋4.925ｍ（関連棟2）
主体構造　　鉄骨造（関連棟1・2共）
基礎　　鋼管杭地業


	1.5　設備概要
	電気設備工事

空気調和設備工事

給排水衛生設備工事



	1.6　工事範囲
	設計図書に示す範囲とする。


	1.7　別契約の関連
工事

	入居者工事[C工事：床（嵩上げコンクリート、排水溝も含む）・壁仕上・天井・間仕切壁・厨房（ダクトも含む）]
（関連棟1・2共）

	1.8　その他

	


	第2章 入　札　要　項

	2.1　工期
	工事着手・・・契約締結の日から
完成引渡・・・令和８年３月３１日
　　　　　　　但し、工事の完了は、令和８年２月２８日までとする。


	2.2　入札用
設計図書類
	設計図工事別枚数

建築
(意匠)

建築
(構造)
電気
機械
合計
36
25
39
15
115
（表紙・図面リスト別、特記仕様書含む）
設計図　　意匠1部　　構造1部　　電気1部　　機械1部　　外構1部
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	2.3　支払条件
	区分

支払時期

支払金額

支払方法

前渡金
（前払金）

支払請求を受けた日から14日以内
20％以内
振込
部分払
（１回限り）
出来高検査後、支払請求を受けた日から40日以内
出来高の9割以内－前渡金
振込
精算払

検査合格後、支払請求を受けた日から40日以内

請負代金－（前渡金＋部分払）

振込
工事費は下記に従って支払う



	
	

	第3章 諸式典

	3.1　式典
	本工事は下記の式典を執り行う。

・起工式



	3.2　式典の費用負担
	上記式典の費用は全て施工者にて負担する。



	第４章　　補足事項

	4.1  施工段階での質問回答
	質問回答はすべて書類によることを原則とする。やむを得ず口頭にて回答を受けた時はできる限り速やかに書類に依る回答書の交付をうけるものとする。

質問回答のない事項で、後日施工中に見解の相違が生じた場合はすべて監理者の解釈に従うものとし、口頭による回答を申し立てる事は出来ない。



	4.2　官公庁への　　

諸手続き
	1） 本工事に必要な官公庁への諸手続きは、すべて請負者においてその手続費用を負担し遺漏遅滞なく行うものとする。中間検査諸届、竣工検査等遅　　　　　　　　　滞なく手続きを行い、工事完了後は速やかに検査済証の交付を受け提出すること。

2） 開発行為及び建築確認などの許認可に関わる申請書作成及び手続は大建設計で行うが、請負者はこれらに協力するものとする。



	4.3　施工図の作成　
	施工に支障がないよう、承諾に要する期間（施工図修正を含む）を見込んで作成すること。



	4.4　工事担当者　　

編成表
	工事着手前に工事担当者編成表、工事下請業者及び主要使用材料等を文書で届出承認を得ること。工事契約後１ヶ月以内に提出すること。

再承認となった場合も工程に支障ない様配慮すること。



	4.5　別契約の関連
工事との
調整・協力

	関連工事との取合等で、当該建築物の機能上工事の円滑な進捗上必要なものは別途工事と指定あるものの他、特に設計図書に明示のない場合もすべて本工事請負者で調整し、その責任で施工し、完成建物の機能と工事の円滑な進捗に支障のない様留意する。

尚、別途工事についても上記の主旨に従い、工事の調整、搬入路作業所の確保、仮設物の利用等について、充分打ち合わせを行い、協力するものとする。



	4.6　測量・調査等
	設計図に示す以外の本工事に必要な測量・調査等は請負者の負担とする。



	4.7　境界点の確保
	境界石、鋲は、施工に支障となる場合は関係者の立会いを得て仮移設し、竣工事に再度立会いのもとに新品境界石、鋲にて復旧する。



	4.8　災害防止･
近隣対策
及び対処
	工事に際し請負者は、工事現場及び近隣の安全及び災害防止を十分配慮した施工計画を図り、適切な工事施工を行うこと。又、許認可及び工事中に発生する近隣対策及び対応・処置・解決はすべて請負者にて行うこと。


	4.9　工事中の
交通安全
	１）車輌出入口には誘導員を配し、運転手等への指導、誘導を行い、通行者の安全を図る。

２）工事車両の通行路は、所轄の警察署等の指導に基づき決定し関係者に徹底させる。

３）作業所周辺の道路には、清掃員を巡回させるなどして、道路の清潔維持に努める。


	4.10 公害防止

	１）騒音・振動・塵あい飛散・ＴＶ障害等で近隣に対し迷惑を少なくするよう施工方法等を選定し、近隣説明を行い徹底する。（公害規正法を厳守の事）

２）本工事に起因して近隣家屋等に損傷等の被害、ＴＶ障害が発生しないよう充分な予防措置を行う。又事前の写真撮影、実測等の調査を行う。

３）万一、工事により近隣に被害が生じた場合は請負者の責任において速やかに対応並びに適切な措置を行う。



	4.11 その他
着工に際しての　協議等
工事に際し職人等の駐車場や資材置場について
	JR山陽本線及びJR山陽新幹線が近いこともあり、着工にあたってはJR等と杭打ち・杭打機・足場等の協議を行い、場合によっては着工届等を提出してから着工すること。
工事場所には、職人等の駐車場等や資材置場等がないため、各施工業者にて、周辺で確保のこと。
また、現場事務所等も仮設塀内に確保できない場合は、周辺にて確保のこと。



	第５章　　材料及び下請業者の指定

	5.1　材料の指定

	1） 使用材料及び下請業者の選定は、特記仕様書に記載の中より選定し、監理者の承認を得ること。「同等」の記載があるものについて、同等品の使用を計画する場合には、請負者は同等品と見なすに十分な技術資料を提示し、監理者の承認を得ること。

2） 指定材料が諸種の事情により入手困難な場合は監理者の承認を得て同等以上の他の材料に変更する事ができる。

この場合は請負金額の増額は行わない。

	5.2　その他
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